
初回車検の期日まで ※新車購入時における初回車検期日以前に車検を受けた車輌は加入不可！

・法人名義も加入可。走行距離が１０万㎞までの走行制限が付きます。

・貨物ナンバーの軽トラ以外のトラック、バス、営業車、マイクロバス等やレクサス・コンプリートカー・高額車輌は加入できません。（要確認）

・車輌購入店及び弊社指定工場での車検を受けること。

・未使用車及び中古車の場合：保証継承がされていること。走行が６万km未満であること。・冠水歴、事故歴等重大な瑕疵がないこと。
・無改造車でレース、ラリー歴がないこと。 ・加入時に何れの故障もないこと。


